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平成22年度事業報告書

［１］ 総 括

１ 平成２２年度末現在の加入市町村等の数について
（単位：人）

平 成 ２ ２ 年 度 前年度決算との比較
区 分

事業計画（Ａ） 決 算 (Ｂ) 比較（B）-（A） 前年度決算（C） 比較（B）-（C）

市 町 １２ １２ ０ １２ ０

一部事務組合 １５ １５ ０ １５ ０

広 域 連 合 １ １ ０ １ ０

その他の団体 ４ ４ ０ ４ ０

合 計 ３２ ３２ ０ ３２ ０

２ 平成２２度年末現在の会員数、給料月額及び平均給料月額について
（単位：人・円）

平 成 ２ ２ 年 度 前年度決算との比較
区 分

事業計画（Ａ） 決 算 （Ｂ） 比較（Ｂ）-（Ａ） 前年度決算(C) 比較（Ｂ）-（Ｃ）

会 員 数 5,435 5,436 1 5,461 △ 25

給料月額 1,694,900,000 1,702,306,588 7,406,588 1,704,000,390 △ 1,693,802

311,850 313,154 1,304 312,031 1,123平均給料月額

３ 平成２２年度における給料月額に対する掛金・負担金の割合（財源率）について
（単位：千分率）

区 分 平成22年度（Ａ） 平成21年度（Ｂ） 前年度決算との比較（Ａ）-（Ｂ）

掛 金 ４ ５ △１

負 担 金 ４ ５ △１

合 計 ８ １０ △２

４ 平成２２年度における役議員及び互助会に使用された者の数について
（単位：人）

区 分 平成22年度(A) 平成21年度(B) 前年度決算との比較(A)-(B)

理 事 長 １ １ ０

副理事長 １ １ ０

理事 ８ ８ ０（理事長･副理事長を含む｡)

監 事 ２ ２ ０

評 議 員 １６ １６ ０（理事・監事含む｡）

職 員 ５ ５ ０
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５ 平成２２年度における理事会等の開催について

1） 理 事 会（

開 催 年 月 日 事 項

平成22年 5月31日 議案第1号

（第118回） 専決処分につき承認を求めることについて（財団法人滋賀県市町村職員互

助会運営規則の一部を改正する規程）

議案第2号

専決処分につき承認を求めることについて（財団法人滋賀県市町村職員互

助会の所属所に関する規程の一部を改正する規程）

議案第3号

専決処分につき承認を求めることについて（財団法人滋賀県市町村職員互

助会職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程）

議案第4号

平成21年度事業報告及び収支決算につき認定を求めることについて

協議事項

新法人移行に関する問題点整理と対策について（方針確認）

機関設計について、定款変更案及び諸規程について、公益目的支出計

画について

平成23年 2月 9日 協議事項１

（第119回） 平成22年度変更事業計画及び補正予算（第１号）の要旨について

協議事項２

平成23年度事業計画及び予算作成に当たっての基本的事項について

協議事項３

諸規程の一部改正等について（運営規則、会計規則 等）

協議事項４

最初の評議員の選任方法について

協議事項５

定款の変更の案について

平成23年 2月22日 議案第１号

（第120回） 平成22年度変更事業計画及び補正予算（第１号）の認定を求める件について

議案第２号

平成23年度事業計画及び予算の認定を求める件について

議案第３号

財団法人滋賀県市町村職員互助会運営規則の一部改正について

議案第４号

財団法人滋賀県市町村職員互助会会計規則の一部改正について

議案第５号

財団法人滋賀県市町村職員互助会講演会等開催費用助成金交付規則の

一部改正について

議案第６号

財団法人滋賀県市町村職員互助会寄附金の支出に関する要綱の制定に

ついて

議案第７号

財団法人滋賀県市町村職員互助会給付規則等の一部改正について

議案第８号

財団法人滋賀県市町村職員互助会スポーツ事業及び文化事業の実施に関

する要綱等の一部改正について

議案第９号

財団法人滋賀県市町村職員互助会職員の給与に関する規程の一部を改正

する規程の一部改正について
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議案第10号

財団法人滋賀県市町村職員互助会最初の評議員の選任方法の決議を求

める件について

2） 評議員会（

開 催 年 月 日 事 項

平成22年 5月31日 議案第１号

（第94回） 平成21年度事業報告及び収支決算につき承認を求めることについて

協議事項

新法人移行に関する問題点整理と対策について（方針確認）

機関設計について、定款変更案及び諸規程について、公益目的支出計

画について

平成22年12月 3日 任期満了に伴う役員の選挙について

（第95回）

平成23年 2月22日 議案第１号

（第96回） 平成22年度変更事業計画及び補正予算（第１号）の承認を求める件について

議案第２号

平成23年度事業計画及び予算の承認を求める件について

議案第３号

財団法人滋賀県市町村職員互助会運営規則の一部改正について

議案第４号

財団法人滋賀県市町村職員互助会会計規則の一部改正について

議案第５号

財団法人滋賀県市町村職員互助会講演会等開催費用助成金交付規則の

一部改正について

議案第６号

財団法人滋賀県市町村職員互助会給付規則等の一部改正について

議案第７号

財団法人滋賀県市町村職員互助会最初の評議員の選任方法の承認を求

める件について

3） 監 査（

開 催 年 月 日 事 項

平成22年 5月24日 平成21年度決算監査

平成22年11月11日 平成22年度上半期業務監査

4） 事務担当者会（

開 催 年 月 日 事 項

平成23年 3月 2日 （1） 互助会の業務運営について

（2） 平成22年度事業実施及び予算執行状況等

（3） 平成23年度運営方針及び事業計画概要等

（4） 新公益法人制度に基づく新法人への移行について

（5） その他（互助会事務手続等）
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5） 市町村職員互助団体研究会関係（

開 催 年 月 日 事 項

平成22年 4月16日 全国市町村職員互助団体連絡協議会平成22年度（第27回）総会＜東京都＞

平成22年 6月22日 平成22年度東海近畿地区市町村職員互助団体業務研究会＜兵庫県＞

平成22年 7月14日 全国市町村職員互助団体連絡協議会平成22年度事務研修会＜千葉県＞

平成22年 9月16日 第67回西日本地区市町村職員互助団体業務研究会＜沖縄県＞

平成22年10月21日 全国市町村職員互助団体連絡協議会平成22年度業務研究会＜徳島県＞
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［２］ 事 業

一 一 般 会 計

１ 公益事業について

財団法人滋賀県市町村職員互助会講演会等開催費用助成金交付規則（平成17年規則第３号）に

基づき、12市町を対象に実施し、12市町に1,260,000円を助成した。

（実施に要した費用の範囲内で、１市当たり12万円、１町当たり９万円を限度）

２ 給付事業について

財団法人滋賀県市町村職員互助会給付規則（昭和57年規則第２号）に基づき、次のとおり給付した。

（単位：円・件）

平成22年度 平成21年度
種 類 比較（Ａ）-（Ｂ）

決算額 （Ａ） 件数 決算額 （Ａ） 件数

会員医療補助金 16,814,100 1,828 22,991,800 2,507 △ 6,177,700
療 養 費 分 14,918,700 1,754 20,276,800 2,418 △ 5,358,100
室 料 差 額 分 1,895,400 74 2,715,000 89 △ 819,600

家族医療補助金 9,401,200 862 11,843,600 1,084 △ 2,442,400
療 養 費 分 8,276,600 790 10,370,700 1,009 △ 2,094,100
室 料 差 額 分 1,124,600 72 1,472,900 75 △ 348,300

結 婚 祝 金 4,600,000 115 5,480,000 137 △ 880,000

出 産 祝 金 7,860,000 262 9,360,000 312 △ 1,500,000

入 学 祝 金 10,320,000 416 13,100,000 524 △ 2,780,000
小 学 校 4,320,000 216 5,240,000 262 △ 920,000
中 学 校 6,000,000 200 7,860,000 262 △ 1,860,000

せ ん 別 金 83,316,018 378 254,304,362 1,141 △ 170,988,344

会員特別給付金 1,820,000 91 5,360,000 268 △ 3,540,000

弔 慰 金 1,000,000 2 3,500,000 6 △ 2,500,000

家 族 弔 慰 金 1,950,000 70 3,780,000 125 △ 1,830,000
配 偶 者 0 0 450,000 3 △ 450,000
扶 養 家 族 150,000 5 120,000 4 △ 30,000
同居の子・父母 1,500,000 50 2,600,000 87 △ 1,100,000
同 居 の 家 族 300,000 15 610,000 31 △ 310,000

非常災害見舞金 40,000 1 0 0 40,000

長期療養会員見舞金 490,000 49 600,000 60 △ 110,000

永 年 在 会 祝 金 12,540,000 308 15,690,000 379 △ 3,150,000
２０（ ８ ）年 4,290,000 143 4,890,000 163 △ 600,000
３０（１２）年 6,700,000 134 9,300,000 186 △ 2,600,000
４０（１６）年 1,550,000 31 1,500,000 30 50,000

合 計 150,151,318 4,382 346,009,762 6,543 △ 195,858,444
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３ 厚生事業について

（1） 銀婚慶祝

財団法人滋賀県市町村職員互助会銀婚慶祝規則（昭和57年規則第４号）に基づき、記念品を

次のとおり贈呈した。
（単位：円・件）

平 成 ２ ２ 年 度 平 成 ２ １ 年 度
記 念 品 の 種 類

金 額 件数 金 額 件数

日本旅行ＵCギフトカ－ド 1,680,000 42 1,160,000 29

Ｊ Ｔ Ｂ 旅 行 券 2,040,000 51 2,080,000 52

農協観光Ｎ-Ｔｏｕｒ旅行券 480,000 12 440,000 11

近畿日本ツーリストギフトカ－ド 1,440,000 36 1,960,000 49

計 5,640,000 141 5,640,000 141

（2） 家庭用常備薬等配布

財団法人滋賀県市町村職員互助会家庭用常備薬等配布規則（昭和57年規則第５号）に基づき、

１人当たり3,000円を限度に家庭用常備薬等を次のとおり会員に無償配布した。

区 分 平 成 ２ ２ 年 度 平 成 ２ １ 年 度

対 象 者 数 ５,４５６人 ６,３４３人

申 込 者 数 ５,４２７人 ６,３１７人

配 布 費 用 16,159,010円 13,148,824円

１人当たりの配布費用 2,977.5円 2,081.5円

（3） ドック補助金

財団法人滋賀県市町村職員互助会ドック補助金交付規則（平成18年規則第５号）に基づき、

ドック補助金を次のとおり交付した。

（単位：円・件）

平 成 ２ ２ 年 度 平 成 ２ １ 年 度
ド ッ ク の 種 類

金 額 件数 金 額 件数

日 帰 り 人 間 ド ッ ク 1,708,800 86 1,608,800 81

１泊２日以上の人間ドック 3,040,000 76 4,160,000 104

脳 ド ッ ク 1,353,000 68 1,863,900 94

計 6,101,800 230 7,632,700 279

（4） スポーツ・文化事業

財団法人滋賀県市町村職員互助会スポ－ツ事業及び文化事業の実施に関する要綱（平成15

年要綱第１号）に基づき、次のとおり実施した。

ア．スポーツ事業

従来、スポーツ事業として、ボウリング大会、ゴルフ大会及び硬式テニススクールを実施してき

たが、平成22年度は、事業実施を見合わせた。
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イ．文化事業
（単位：件・枚・円）

平成 ２ ２年度 平成 ２ １年度
区 分 施 設 名 等

金 額 枚 数 金 額 枚 数

アレックスシネマ 124,400 622 151,200 756
映画鑑賞券

ワーナー・マイカルシネマズ 276,400 1,382 230,000 1,150

劇団四季 110,530 73 224,090 170

びわ湖ホール自主公演 27,250 24 35,450 26

大津市民会館自主公演 23,400 30 79,880 72
観劇チケット等

ＫＥＩＢＵＮ 4,000 6 17,600 14＜しがぎん経済文化センター＞

梅田芸術劇場 47,600 40 47,250 27

その他（滋賀レイクスターズほか） 75,000 135 66,850 92

合 計 688,580 2,312 852,320 2,307

（注） 映画鑑賞券は１人当たり１年度５枚まで。

（5） リフレッシュ事業

財団法人滋賀県市町村職員互助会リフレッシュ事業の実施に関する要綱（平成20年要綱第１

号）に基づき、施設利用につき次のとおり補助した。

（単位：件・円）

平 成 ２ ２ 年 度 平 成 ２ １ 年 度
施 設 名 等

補助額 件数 金額 補助額 件数 金額

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 2,500 538 1,345,000 2,500 196 490,000

東京ディズニーランド/ディズニーシー 2,500 548 1,370,000 2,500 324 810,000

合 計 －－ 1,086 2,715,000 －－ 520 1,300,000

（注） ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「バリュアブル・アカウント・プログラム契約」、東京ディズニ
ーランド/ディズニーシーは、「特別団体契約」を利用して実施。それぞれ１年度につき会員１人あ
たり本人分及び家族分として各2,500円。

（6） 子育て支援事業

財団法人滋賀県市町村職員互助会子育て支援事業の実施に関する要綱（平成20年要綱第２

号）に基づき、次のとおり育児関連図書を無償配付した。

（単位：円・人）

平成２２年度 平成２１年度
育 児 図 書 の 種 類

金 額 件数 金 額 件数

月刊「赤ちゃんとママ」＋基本セット（１年間） 891,135 205 1,117,179 257

（平成22年度から実施）季刊「１・２・３歳」（２年目及び３年目） 531,849 441

合 計 1,422,984 646 1,117,179 257

（注1） 対象者は出産祝金給付の請求があった者とし、当該対象者のうち購読希望者に配付した。
（注2） 基本セット内容は、月刊「赤ちゃんとママ」（12冊）、「お医者さんにかかるまでに」、「お誕生日号」、

保存用ファイル
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（7） 研修会等参加費用補助金

財団法人滋賀県市町村職員互助会研修会等参加費用補助に関する要綱（平成20年要綱第１

号）に基づき、参加費用の範囲内で3,000円を限度に次のとおり補助した。

（単位：円・件）

平 成 ２ ２ 年 度 平 成 ２ １ 年 度
種 類

金 額 件数 金 額 件数

研修会等参加費用補助金 934,000 399 1,074,800 414

（8） 定期健康診断費用助成金

市町村等が主体となる職員の定期健康診断に係る費用のうち、基本検査項目に相当する費用

として、市町村等に対し、受診者１人あたり1,500円を助成した。

（単位：円・件）

平 成 ２ ２ 年 度 平 成 ２ １ 年 度
種 類

金 額 受診者数 金 額 受診者数

定期健康診断費用助成金 7,770,000 5,180 （平成22年度より実施）

（9） 自己検診事業

全会員を対象に、ピロリ菌抗原検査（便中H.Pylori抗原検出EIA法）を実施した。（郵送検診）

対象者数 受検者数 受検率 陰性数 陽性数 判定不能 陽性率

5,447人 3,341人 61.3％ 2,537人 801人 4人 24.0％

20歳代以下 469人 410人 58人 1人 12.4％

30歳代 1,055人 881人 174人 0人 16.5％
年
40歳代 778人 602人 175人 1人 22.5％代

別
50歳代 917人 563人 353人 1人 38.5％内

訳
60歳代以上 58人 31人 27人 0人 46.6％

不明 64人 50人 14人 0人 21.9％

（注１） 対象者は、平成22年10月現在の全会員である。

（注２） 検査器具費用： 2,500,691円（検査器具代（@430）、送料及び消費税）

検 査 費 用： 7,369,765円（検査料（@1970）、検体返送料（@140）及び消費税）

４ 貸付事業について

平成21年度より新規募集を停止し、貸付事業を廃止した。

ただし、既に貸付けを受け償還期間中であるものに係る貸付金の償還額、償還期間、届出の義務

及び所要の手続きについては、なお従前のとおりとした。

（1） 貸付金の状況について
（単位：件・円）

平成21年度末 平 成 2 2 年 度 期 中 平成22年度末 比 較 増 減
区分

Ａ 貸 付 償 還 Ｂ Ｂ － Ａ

件数 176 75 101 △ 75

金額 64,553,886 37,171,371 27,382,515 △ 37,171,371
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2） 貸付金の種類別の状況について（

（単位：万円・件）

平成21年度末 平 成 2 2 年 度 期 中 平成22年度末 比 較 増 減
種類

Ａ 貸 付 償 還 Ｂ Ｂ － Ａ

５ ０ ０ ０ ０

1 0 ０ ０ ０ ０

1 5 １ １ ０ △ １

2 0 １ １ ０ △ １

2 5 ０ ０ ０ ０

3 0 ３ ２ １ △ ２

3 5 ２ １ １ △ １

4 0 ２ １ １ △ １

5 0 ８ ５ ３ △ ５

6 0 ６ １ ５ △ １

7 0 ３ ２ １ △ ２

8 0 １０ ５ ５ △ ５

9 0 ４ ２ ２ △ ２

1 0 0 １３６ ５４ ８２ △ ５４

合計 １７６ ７５ １０１ △ ７５

二 保 険 会 計

１ 保険事業

1） 加入者数及び加入保険金の状況について（
（単位：人・万円）

平成21年度末 平成 2 2 年 度期中 平成22年度末 比 較 増 減
区 分

（Ａ） 加 入 脱 退 （Ｂ） （Ｂ）－（Ａ）

加 入 者 数 ７８ １３ ６５ △ １３

加入保険金 ２２,９００ ３,９００ １９,０００ △ ３,９００

（注） 加入募集は、平成8年度より停止している。

（2） 脱退者の状況について

払込保険料 払込保険料
加入時 加入時

加 入 期 間 加入保険金 に対する脱 加 入 期 間 加入保険金 に対する脱
年 齢 年 齢

退金の割合 退金の割合
歳 年 月 万円 歳 年 月 万円

＊22 33 0 １００ 1.63 ＊24 31 0 ５００ 1.56
23 15 10 １００ 0.97 ＊25 30 0 ２００ 1.53
＊23 32 0 １００ 1.59 32 20 0 ３００ 1.21
24 21 2 ３００ 1.14 ＊35 20 0 ２００ 1.24

合計 ８ 件 １,８００

（注） 加入時年齢に＊印の者（ 件）は、払込期間満了（保険年齢55歳まで）をもって脱退した者である。5

（3） 死亡者の状況について

該当事項なし
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（4） 個人扱被保険者（終身保障）への移行状況について

加入時年齢 移 行 区 分 加入保険金 払込保険料累計 備 考

歳 万円 円

２４ 払込満了に伴う移行 ２００ ５５８,０００
２６ 〃 ２００ ５７０,７２０
２７ 〃 １,０００ ２,８８９,６００
３０ 〃 ３００ ９００,０００
３４ 〃 ４００ １,２６０,０００

合 計 ５ 件 ２,１００ ６,１７８,３２０
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平成22年度収支計算書総括表
（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）

（単位：円）

科 目 一 般 会 計 保 険 会 計 内部取引消去 合 計

Ⅰ 事業活動収支の部

１．事業活動収入

① 基 本 財 産 運 用 収 入 150,000 0 0 150,000

② 特 定 資 産 運 用 収 入 13,366,715 0 0 13,366,715

③ 掛 金 収 入 78,931,703 0 0 78,931,703

④ 負 担 金 収 入 78,959,336 0 0 78,959,336

⑤ 貸 付 事 業 収 入 37,712,688 0 0 37,712,688

⑥ 保 険 事 業 収 入 0 8,596,169 0 8,596,169

⑦ 雑 収 入 232,362 50 0 232,412

事業活動収入合計 209,352,804 8,596,219 0 217,949,023

２．事業活動支出

① 公 益 事 業 支 出 1,260,000 0 0 1,260,000

② 給 付 事 業 支 出 150,151,318 0 0 150,151,318

③ 厚 生 事 業 支 出 51,301,830 0 0 51,301,830

④ 保 険 事 業 支 出 0 8,547,470 0 8,547,470

⑤ 管 理 費 支 出 54,833,824 48,749 0 54,882,573

事業活動支出合計 257,546,972 8,596,219 0 266,143,191

事 業 活 動 収 支 差 額 △48,194,168 0 0 △48,194,168

Ⅱ 投資活動収支の部

１．投資活動収入

特 定 資 産 取 崩 収 入 44,943,000 0 0 44,943,000

投資活動収入合計 44,943,000 0 0 44,943,000

２．投資活動支出

特 定 資 産 繰 入 支 出 24,156,000 0 0 24,156,000

投資活動支出合計 24,156,000 0 0 24,156,000

投 資 活 動 収 支 差 額 20,787,000 0 0 20,787,000

Ⅲ 財務活動収支の部

１．財務活動収入

財務活動収入合計 0 0 0 0

２．財務活動支出

財務活動支出合計 0 0 0 0

財務活動収支差額 0 0 0 0

Ⅳ 予備費支出 0 0 0 0

当 期 収 支 差 額 △27,407,168 0 0 △27,407,168

前 期 繰 越 収 支 差 額 196,624,874 0 0 196,624,874

次 期 繰 越 収 支 差 額 169,217,706 0 0 169,217,706
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一般会計収支計算書
（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）

（単位：円）

科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 備 考

Ⅰ 事業活動収支の部

１．事業活動収入

①基本財産運用収入 （ 150,000） （ 150,000） （ 0）

基 本 財 産 利 息 収 入 150,000 150,000 0

②特定資産運用収入 （ 13,250,000） （ 13,366,715） （ △116,715）

特 定 資 産 利 息 収 入 13,250,000 13,366,715 △116,715

③掛金収入 （ 78,885,000） （ 78,931,703） （ △46,703）

会 員 掛 金 収 入 78,885,000 78,931,703 △46,703

④負担金収入 （ 78,907,000） （ 78,959,336） （ △52,336）

市 町 村 等 負 担 金 収 入 78,907,000 78,959,336 △52,336

⑤貸付事業収入 （ 37,076,000） （ 37,712,688） （ △636,688）

会員貸付金回収額収入 36,536,000 37,171,371 △635,371

会 員 貸 付 金 利 息 収 入 540,000 541,317 △1,317

⑥雑収入 （ 241,000） （ 232,362） （ 8,638）

受 取 利 息 収 入 240,000 232,362 7,638

雑 収 入 1,000 0 1,000

事業活動収入合計 208,509,000 209,352,804 △843,804

２．事業活動支出

①公益事業支出 （ 1,260,000） （ 1,260,000） （ 0）

講演会等開催費用助成金支出 1,260,000 1,260,000 0

②給付事業支出 （ 159,861,000） （ 150,151,318） （ 9,709,682）

会 員 医 療 補 助 金 支 出 20,660,000 16,814,100 3,845,900

家 族 医 療 補 助 金 支 出 10,101,000 9,401,200 699,800

結 婚 祝 金 支 出 4,800,000 4,600,000 200,000

出 産 祝 金 支 出 8,700,000 7,860,000 840,000

入 学 祝 金 支 出 10,400,000 10,320,000 80,000

せ ん 別 金 支 出 84,600,000 83,316,018 1,283,982

会 員 特 別 給 付 金 支 出 1,900,000 1,820,000 80,000

弔 慰 金 支 出 2,300,000 1,000,000 1,300,000

家 族 弔 慰 金 支 出 2,800,000 1,950,000 850,000

非 常 災 害 見 舞 金 支 出 100,000 40,000 60,000

長期療養会員見舞金支出 500,000 490,000 10,000

永 年 在 会 祝 金 支 出 13,000,000 12,540,000 460,000

③厚生事業支出 （ 54,130,000） （ 51,301,830） （ 2,828,170）

家庭用常備薬等配布費支出 16,160,000 16,159,010 990

銀 婚 慶 祝 費 支 出 5,800,000 5,640,000 160,000

ド ッ ク 補 助 金 支 出 7,800,000 6,101,800 1,698,200

スポーツ・文化事業費支出 930,000 688,580 241,420

リ フ レ ッシュ事業費支出 2,800,000 2,715,000 85,000

子育て支援事業費支出 1,625,000 1,422,984 202,016

研修会等参加費用補助金支出 1,015,000 934,000 81,000

定期健康診断費用助成金支出 8,100,000 7,770,000 330,000

自 己 検 診 事 業 費 支 出 9,900,000 9,870,456 29,544

④管理費支出 （ 57,333,000） （ 54,833,824） （ 2,499,176）

給 料 支 出 20,420,000 20,419,976 24

諸 手 当 支 出 13,291,000 12,437,465 853,535
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福 利 厚 生 費 支 出 5,032,000 5,025,701 6,299

旅 費 交 通 費 支 出 800,000 653,474 146,526

会 議 費 支 出 400,000 333,088 66,912

通 信 運 搬 費 支 出 940,000 674,107 265,893

消 耗 什 器 備 品 費 支 出 80,000 79,800 200

消 耗 品 費 支 出 370,000 363,131 6,869

修 繕 費 支 出 100,000 56,700 43,300

印 刷 製 本 費 支 出 900,000 665,355 234,645

賃 借 料 支 出 5,520,000 5,409,164 110,836

普 及 費 支 出 1,400,000 1,390,110 9,890

委 託 費 支 出 7,400,000 6,926,352 473,648

選 挙 費 支 出 50,000 31,863 18,137

食 糧 費 支 出 30,000 25,318 4,682

租 税 公 課 支 出 15,000 1,865 13,135

負 担 金 支 出 385,000 301,410 83,590

雑 支 出 200,000 38,945 161,055

事業活動支出合計 272,584,000 257,546,972 15,037,028

事 業 活 動 収 支 差 額 △64,075,000 △48,194,168 △15,880,832

Ⅱ 投資活動収支の部

１．投資活動収入

特定資産取崩収入 （ 85,313,000） （ 44,943,000） （ 40,370,000）

貸倒引当資産取崩収入 730,000 743,000 △13,000

責任準備金引当資産取崩収入 84,583,000 44,200,000 40,383,000

投資活動収入合計 85,313,000 44,943,000 40,370,000

２．投資活動支出

特定資産繰入支出 （ ） （ ） （ ）62,873,000 24,156,000 38,717,000

退職給付引当資産繰入支出 3,872,000 3,872,000 0

責任準備金引当資産繰入支出 59,001,000 20,284,000 38,717,000

投資活動支出合計 62,873,000 24,156,000 38,717,000

投 資 活 動 収 支 差 額 22,440,000 20,787,000 1,653,000

Ⅲ 財務活動収支の部

１．財務活動収入

財務活動収入合計 0 0 0

２．財務活動支出

財務活動支出合計 0 0 0

財務活動収支差額 0 0 0

Ⅳ 予備費支出 5,000,000 0 5,000,000

当 期 収 支 差 額 △46,635,000 △27,407,168 △19,227,832

前 期 繰 越 収 支 差 額 196,625,000 196,624,874 126

次 期 繰 越 収 支 差 額 149,990,000 169,217,706 △19,227,706

(注) １ 借入金限度額： ３０,０００,０００円
２ 債務負担額： ０
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保険会計収支計算書
（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）

（単位：円）

科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 備 考

Ⅰ 事業活動収支の部

１．事業活動収入

①保険事業収入 （ 19,882,000） （ 8,596,169） （ 11,285,831）

保 険 料 収 入 2,061,000 2,060,160 840

保 険 金 収 入 10,000,000 0 10,000,000

脱 退 金 収 入 7,773,000 6,487,310 1,285,690

取 扱 手 数 料 収 入 48,000 48,699 △699

②雑収入 （ 1,000） （ 50） （ 950）

受 取 利 息 収 入 1,000 50 950

事業活動収入合計 19,883,000 8,596,219 11,286,781

２．事業活動支出

①保険事業支出 （ 19,834,000） （ 8,547,470） （ 11,286,530）

保 険 料 支 出 2,061,000 2,060,160 840

保 険 金 支 出 10,000,000 0 10,000,000

脱 退 金 支 出 7,773,000 6,487,310 1,285,690

②管理費支出 （ 49,000） （ 48,749） （ 251）

賃 借 料 支 出 49,000 48,749 251

事業活動支出合計 19,883,000 8,596,219 11,286,781

事 業 活 動 収 支 差 額 0 0 0

Ⅱ 投資活動収支の部

１．投資活動収入

投資活動支出合計 0 0 0

２．投資活動支出

投資活動支出合計 0 0 0

投 資 活 動 収 支 差 額 0 0 0

Ⅲ 財務活動収支の部

１．財務活動収入

財務活動収入合計 0 0 0

２．財務活動支出

財務活動支出合計 0 0 0

財務活動収支差額 0 0 0

Ⅳ 予備費支出 0 0 0

当 期 収 支 差 額 0 0 0

前 期 繰 越 収 支 差 額 0 0 0

次 期 繰 越 収 支 差 額 0 0 0

(注) １ 借入金限度額：０
２ 債務負担額：０
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平成22年度正味財産増減計算書総括表
（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）

（単位：円）

科 目 一 般 会 計 保 険 会 計 内部取引消去 合 計

Ⅰ 一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（1） 経常収益の部

① 基 本 財 産 運 用 益 150,000 0 0 150,000

② 特 定 資 産 運 用 益 13,366,715 0 0 13,366,715

③ 受 取 掛 金 78,931,703 0 0 78,931,703

④ 受 取 負 担 金 78,959,336 0 0 78,959,336

⑤ 貸 付 事 業 収 益 541,317 0 0 541,317

⑥ 保 険 事 業 収 益 0 8,596,169 0 8,596,169

⑦ 雑 収 益 232,362 50 0 232,412

⑧ 引 当 金 等 取 崩 額 743,427 0 0 743,427

経常収益計 172,924,860 8,596,219 0 181,521,079

（2） 経常費用の部

① 公 益 事 業 費 1,260,000 0 0 1,260,000

② 給 付 事 業 費 126,183,193 0 0 126,183,193

③ 厚 生 事 業 費 51,301,830 0 0 51,301,830

④ 保 険 事 業 費 0 8,547,470 0 8,547,470

⑤ 管 理 費 58,659,532 48,749 0 58,708,281

経常費用計 237,404,555 8,596,219 0 246,000,774

当期経常増減額 △64,479,695 0 0 △64,479,695

２．経常外増減の部

経常外収益計 0 0 0 0

経常外費用計 0 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0 0

当期一般正味財産増減額 △64,479,695 0 0 △64,479,695

一般正味財産期首残高 261,223,543 0 0 261,223,543

一般正味財産期末残高 196,743,848 0 0 196,743,848

Ⅱ 指定正味財産増減の部

基 本 財 産 運 用 益 150,000 0 0 150,000

一般正味財産への振替額 △150,000 0 0 △150,000

当期指定正味財産増減額 0 0 0 0

指定正味財産期首残高 10,000,000 0 0 10,000,000

指定正味財産期末残高 10,000,000 0 0 10,000,000

Ⅲ 正味財産期末残高 206,743,848 0 0 206,743,848
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一般会計正味財産増減計算書
（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）

（単位：円）

科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 備 考

Ⅰ 一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（1） 経常収益の部

①基本財産運用益 （ 150,000） （ 150,000） （ 0）

基 本 財 産 受 取 利 息 150,000 150,000 0

②特定資産運用益 （ 13,366,715） （ 17,026,735） （ △3,660,020）

特 定 資 産 受 取 利 息 13,366,715 17,026,735 △3,660,020

③受取掛金 （ 78,931,703） （ 111,168,384） （ △32,236,681）

受 取 会 員 掛 金 78,931,703 111,168,384 △32,236,681

④受取負担金 （ 78,959,336） （ 111,187,923） （ △32,228,587）

受 取 市 町 村 等 負 担 金 78,959,336 111,187,923 △32,228,587

⑤貸付事業収益 （ 541,317） （ 1,198,523） （ △657,206）

会 員 貸 付 金 利 息 収 益 541,317 1,198,523 △657,206

⑥雑収益 （ 232,362） （ 21,622） （ 210,740）

受 取 利 息 232,362 20,452 211,910

雑 収 益 0 1,170 △1,170

⑦引当金等取崩額 （ 743,427） （ 1,038,901） （ △295,474）

貸 倒 引 当 金 取 崩 額 743,427 1,038,901 △295,474

経 常 収 益 計 172,924,860 241,792,088 △68,867,228

（2） 経常費用の部

①公益事業費 （ 1,260,000） （ 677,980） （ 582,020）

講演会等開催費用助成金 1,260,000 677,980 582,020

②給付事業費 （ 126,183,193） （ 167,280,165） （ △41,096,972）

会 員 医 療 補 助 金 16,814,100 22,991,800 △6,177,700

家 族 医 療 補 助 金 9,401,200 11,843,600 △2,442,400

結 婚 祝 金 4,600,000 5,480,000 △880,000

出 産 祝 金 7,860,000 9,360,000 △1,500,000

入 学 祝 金 10,320,000 13,100,000 △2,780,000

せ ん 別 金 費 用 59,347,893 75,574,765 △16,226,872

会 員 特 別 給 付 金 1,820,000 5,360,000 △3,540,000

弔 慰 金 1,000,000 3,500,000 △2,500,000

家 族 弔 慰 金 1,950,000 3,780,000 △1,830,000

非 常 災 害 見 舞 金 40,000 0 40,000

長 期 療 養 会 員 見 舞 金 490,000 600,000 △110,000

永 年 在 会 祝 金 12,540,000 15,690,000 △3,150,000

③厚生事業費 （ 51,301,830） （ 30,765,823） （ 20,536,007）

家 庭 用常備薬等配布費 16,159,010 13,148,824 3,010,186

銀 婚 慶 祝 費 5,640,000 5,640,000 0

ド ッ ク 補 助 金 6,101,800 7,632,700 △1,530,900

ス ポ ー ツ ・ 文 化 事 業 費 688,580 852,320 △163,740

リ フ レ ッ シ ュ 事 業 費 2,715,000 1,300,000 1,415,000

子 育 て 支 援 事 業 費 1,422,984 1,117,179 305,805

研修会等参加費用補助金 934,000 1,074,800 △140,800

定期健康診断費用助成金 7,770,000 0 7,770,000

自 己 検 診 事 業 費 9,870,456 0 9,870,456

④記念事業費 （ 0） （ 6,273,886） （ △6,273,886）



- 13 -

設立 5 0 周年記念事業費 0 6,273,886 △6,273,886

⑤管理費 （ 58,659,532） （ 51,664,216） （ 6,995,316）

給 料 20,419,976 20,234,112 185,864

諸 手 当 12,437,465 12,590,865 △153,400

退 職 給 付 費 用 3,825,708 2,429,531 1,396,177

福 利 厚 生 費 5,025,701 4,588,683 437,018

旅 費 交 通 費 653,474 866,749 △213,275

会 議 費 333,088 353,332 △20,244

通 信 運 搬 費 674,107 863,064 △188,957

減 価 償 却 費 0 59,100 △59,100

消 耗 什 器 備 品 費 79,800 89,460 △9,660

消 耗 品 費 363,131 366,843 △3,712

修 繕 費 56,700 0 56,700

印 刷 製 本 費 665,355 843,206 △177,851

賃 借 料 5,409,164 5,329,483 79,681

普 及 費 1,390,110 1,037,732 352,378

委 託 費 6,926,352 1,599,664 5,326,688

選 挙 費 31,863 0 31,863

食 糧 費 25,318 23,420 1,898

租 税 公 課 1,865 3,000 △1,135

支 払 負 担 金 301,410 350,485 △49,075

雑 費 38,945 35,487 3,458

経 常 費 用 計 237,404,555 256,662,070 △19,257,515

当 期 経 常 増 減 額 △64,479,695 △14,869,982 △49,609,713

２．経常外増減の部

（1） 経常外収益の部

経 常 外 収 益 計 0 0 0

（2） 経常外費用の部

経 常 外 費 用 計 0 0 0

当 期 経 常 外 増 減 額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 △64,479,695 △14,869,982 △49,609,713

一般正味財産期首残高 261,223,543 276,093,525 △14,869,982

一般正味財産期末残高 196,743,848 261,223,543 △64,479,695

Ⅱ 指定正味財産増減の部

基 本 財 産 運 用 益 150,000 150,000 0

一般正味財産への振替額 △150,000 △150,000 0

当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 10,000,000 10,000,000 0

指定正味財産期末残高 10,000,000 10,000,000 0

Ⅲ 正味財産期末残高 206,743,848 271,223,543 △64,479,695
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保険会計正味財産増減計算書
（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）

（単位：円）

科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 備 考

Ⅰ 一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（1） 経常収益の部

①保険事業収益 （ 8,596,169） （ 21,037,807） （ △12,441,638）

保 険 料 収 益 2,060,160 4,246,360 △2,186,200

保 険 金 収 益 0 0 0

脱 退 返 戻 金 収 益 6,487,310 16,730,368 △10,243,058

取 扱 手 数 料 収 益 48,699 61,079 △12,380

②雑収益 （ 50） （ 166） （ △116）

受 取 利 息 50 166 △116

経 常 収 益 計 8,596,219 21,037,973 △12,441,754

（2） 経常費用の部

①保険事業費 （ 8,547,470） （ 20,976,728） （ △12,429,258）

支 払 保 険 料 2,060,160 4,246,360 △2,186,200

支 払 保 険 金 0 0 0

支 払 脱 退 返 戻 金 6,487,310 16,730,368 △10,243,058

②管理費 （ 48,749） （ 61,245） （ △12,496）

賃 借 料 48,749 61,245 △12,496

経 常 費 用 計 8,596,219 21,037,973 △12,441,754

当 期 経 常 増 減 額 0 0 0

２．経常外増減の部

（1） 経常外収益の部

経 常 外 収 益 計 0 0 0

（2） 経常外費用の部

経 常 外 費 用 計 0 0 0

当 期 経 常 外 増 減 額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 0 0 0

一般正味財産期首残高 0 0 0

一般正味財産期末残高 0 0 0

Ⅱ 指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ 正味財産期末残高 0 0 0
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平成22年度貸借対照表総括表
（平成２２年度末）

（単位：円）

科 目 一 般 会 計 保 険 会 計 内部取引消去 合 計

Ⅰ 資産の部

１．流動資産

普 通 預 金 70,210,330 0 0 70,210,330

定 期 預 金 100,000,000 0 0 100,000,000

未 収 金 15,057 0 0 15,057

流 動 資 産 合 計 170,225,387 0 0 170,225,387

２．固定資産

（1） 基本財産

基 本 財 産 信 託 金 10,000,000 0 0 10,000,000

基 本 財 産 合 計 10,000,000 0 0 10,000,000

（2） 特定資産

退 職 給 付 引 当 資 産 50,172,000 0 0 50,172,000

貸 倒 引 当 資 産 547,000 0 0 547,000

責任準備金引当資産 1,043,158,000 0 0 1,043,158,000

特 定 資 産 合 計 1,093,877,000 0 0 1,093,877,000

（3） その他の固定資産

会 員 貸 付 金 27,382,515 0 0 27,382,515

電 話 加 入 権 145,600 0 0 145,600

その他の固定資産合計 27,528,115 0 0 27,528,115

固 定 資 産 合 計 1,131,405,115 0 0 1,131,405,115

資 産 合 計 1,301,630,502 0 0 1,301,630,502

Ⅱ 負債の部

１．流動負債

未 払 金 448,171 0 0 448,171

未 払 費 用 531,510 0 0 531,510

預 り 金 28,000 0 0 28,000

流 動 負 債 合 計 1,007,681 0 0 1,007,681

２．固定負債

退 職 給 付 引 当 金 50,172,505 0 0 50,172,505

貸 倒 引 当 金 547,650 0 0 547,650

責 任 準 備 金 1,043,158,818 0 0 1,043,158,818

固 定 負 債 合 計 1,093,878,973 0 0 1,093,878,973

負 債 合 計 1,094,886,654 0 0 1,094,886,654

Ⅲ 正味財産の部

１．指定正味財産

寄 附 金 10,000,000 0 0 10,000,000

指 定 正 味 財 産 合 計 10,000,000 0 0 10,000,000

（うち基本財産への充当額） 10,000,000 0 0 10,000,000

（うち特定財産への充当額） 0 0 0 0

196,743,848 196,743,848２．一般正味財産 0 0

（うち基本財産への充当額） 0 0 0 0

（うち特定財産への充当額） 0 0 0 0

正 味 財 産 合 計 206,743,848 0 0 206,743,848

負債及び正味財産合計 1,301,630,502 0 0 1,301,630,502
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一般会計貸借対照表
（平成２２年度末）

（単位：円）

科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 備 考

Ⅰ 資産の部

１．流動資産

普 通 預 金 70,210,330 47,675,481 22,534,849

定 期 預 金 100,000,000 150,000,000 △50,000,000

未 収 金 15,057 0 15,057

流 動 資 産 合 計 170,225,387 197,675,481 △27,450,094

２．固定資産

（1） 基本財産

基 本 財 産 信 託 金 10,000,000 10,000,000 0

基 本 財 産 合 計 10,000,000 10,000,000 0

（2） 特定資産

退 職 給 付 引 当 資 産 50,172,000 46,300,000 3,872,000

貸 倒 引 当 資 産 547,000 1,290,000 △743,000

責任準備金引当資産 1,043,158,000 1,067,074,000 △23,916,000

特 定 資 産 合 計 1,093,877,000 1,114,664,000 △20,787,000

（3） その他の固定資産

会 員 貸 付 金 27,382,515 64,553,886 △37,171,371

電 話 加 入 権 145,600 145,600 0

その他の固定資産合計 27,528,115 64,699,486 △37,171,371

固 定 資 産 合 計 1,131,405,115 1,189,363,486 △57,958,371

資 産 合 計 1,301,630,502 1,387,038,967 △85,408,465

Ⅱ 負債の部

１．流動負債

未 払 金 448,171 313,527 134,644

未 払 費 用 531,510 519,880 11,630

預 り 金 28,000 217,200 △189,200

流 動 負 債 合 計 1,007,681 1,050,607 △42,926

２．固定負債

退 職 給 付 引 当 金 50,172,505 46,346,797 3,825,708

貸 倒 引 当 金 547,650 1,291,077 △743,427

責 任 準 備 金 1,043,158,818 1,067,126,943 △23,968,125

固 定 負 債 合 計 1,093,878,973 1,114,764,817 △20,885,844

負 債 合 計 1,094,886,654 1,115,815,424 △20,928,770

Ⅲ 正味財産の部

１．指定正味財産

寄 附 金 10,000,000 10,000,000 0

指 定 正 味 財 産 合 計 10,000,000 10,000,000 0

（うち基本財産への充当額） 10,000,000 10,000,000 0

（うち特定財産への充当額） 0 0 0

２．一般正味財産 196,743,848 261,223,543 △64,479,695

（うち基本財産への充当額） 0 0 0

（うち特定財産への充当額） 0 0 0

正 味 財 産 合 計 206,743,848 271,223,543 △64,479,695

負債及び正味財産合計 1,301,630,502 1,387,038,967 △85,408,465
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保険会計貸借対照表
（平成２２年度末）

該当事項なし
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財 産 目 録
（ 平成２３年３月３１日現在 ）

（単位：円）

科 目 金 額

Ⅰ 資産の部

１ 流動資産

普 通 預 金 滋賀銀行県庁支店 70,210,330

定 期 預 金 滋賀銀行県庁支店(6件) 100,000,000

未 収 金 中部清掃組合 15,057

流 動 資 産 合 計 170,225,387

２ 固定資産

(1) 基 本 財 産

基本財産信託金 10,000,000三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

基 本 財 産 合 計 10,000,000

(2) 特 定 資 産

退職給付引当資産 2 50,172,000滋賀銀行県庁支店（ 件)

貸 倒 引 当 資 産 547,000滋賀銀行県庁支店

責任準備金引当資産 2 1,043,158,000滋賀銀行県庁支店外 件

定期預金 ８件 ( 145,284,000)

国 債 ３件(額面 300,000千円) ( 298,419,000)

地 方 債 ２件(額面 200,000千円) ( 199,615,000)

そ の 他 ４件(額面 400,000千円) ( 399,840,000)

特 定 資 産 合 計 1,093,877,000

(3) その他の固定資産

会 員 貸 付 金 101 27,382,515件

電 話 加 入 権 2 145,600日本電信電話株式会社（ 件)

その他の固定資産合計 27,528,115

固 定 資 産 合 計 1,131,405,115

資 産 合 計 1,301,630,502

Ⅱ 負債の部

１ 流動負債

未 払 金 4 448,171スポーツ・文化事業費等（ 件）

未 払 費 用 8 531,510諸手当等（ 件）

預 り 金 15 28,000映画鑑賞券本人負担分等（ 件）

流 動 負 債 合 計 1,007,681

２ 固定負債

退職給与引当金 50,172,505

貸 倒 引 当 金 547,650

責 任 準 備 金 1,043,158,818

固 定 負 債 合 計 1,093,878,973

負 債 合 計 1,094,886,654

正 味 財 産 1,301,630,502
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平成23年度事業計画概要

［一］総括事項

１ 互助会に属する市町村等の数、会員数及び給料月額

(1) 市町村等の数

市 町 一部事務組合 広域連合 その他の団体 計

６ ６ １５ １ ４ ３２

(2) 会員数

平成２２年度末見込み (Ａ) 平成２３年度末推計 (Ｂ) 比 較 (Ｂ) － (Ａ)

５,４３５ 人 ５,４１５ 人 △ ３５ 人

(3) 給料月額

平成２２年度末見込み (Ａ) 平成２３年度末推計 (Ｂ) 比 較 (Ｂ) － (Ａ)

1,694,900,000円 1,686,772,500円 △ 8,127,500円

（ 311,850円） （ 311,500円） （△ 350円）

(注) ( ) 内の数値は、会員１人当たりの平均給料月額である。

２ 互助会の役議員及び互助会に使用される者の数

(1) 役議員の数

理 事（理事長･副理事長含む｡) 監 事 評議員（理事･監事含む｡)

８ 人 ２ 人 １６ 人

(2) 互助会に使用される者の数

５ 人

３ 給料月額と掛金･負担金との割合（財源率）
（千分比）

区 分 平成２２年度（Ａ） 平成２３年度（Ｂ） 比 較 (Ｂ)－(Ａ)

掛 金 ４ ４ ０

負 担 金 ４ ４ ０

計 ８ ８ ０

(注) 育児休業、介護休暇及び休職による無給期間に係る月分の掛金及び負担金は免除である。

４ 会計の区分

実施事業等会計 認定法上の公益目的事業に関するもの

その他事業等会計 公益目的事業以外の事業に関するもの（福利事業・厚生事業）

法 人 会 計 管理業務その他法人全般に関するもの
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［二］資金計画事項

１ 財 源

事業実施及び管理業務に必要な財源とその配賦割合は、次のとおりとする。

会 計 区 分 事 業 区 分 財 源

公益事業（助成） ①受取掛金

掛金総額の１％以内の額
実 施 事 業 等 会 計

②基本財産運用益

公益事業（寄附） 基本財産から生ずる運用益

①受取掛金

福 利 事 業 公益事業及び厚生事業へ充当した後の額

（ 給 付 事 業 ） ②特定資産運用益

責任準備金引当資産から生ずる運用益

そ の 他 事 業 会 計

①受取掛金

厚生事業に充当する受取負担金の額と同額
厚 生 事 業

②受取負担金

負担金総額の25％（財源率千分の1相当）の額

①受取負担金

厚生事業へ充当した後の額

②特定資産運用益

法 人 会 計 退職給付引当資産及び貸倒引当資産から生ずる

運用益

③その他

受取利息（流動資産） 等

２ 資金計画

（単位：千円）

平成22年度見込み 増 減 平成23年度

Ⅰ 事業活動収支の部

１．事業活動収入

（1） 基本財産運用収入 １５０ ０ １５０

（2） 特定資産運用収入 １３,２５０ △１５０ １３,１００

（3） 掛 金 収 入 ７８,８８５ △４９３ ７８,３９２

（4） 負 担 金 収 入 ７８,９０７ △５１５ ７８,３９２

（5） 貸 付 事 業 収 入 ３７,０７６ △１７,７９２ １９,２８４

（6） 雑 収 入 ２９０ △５３ ２３７

事業活動収入合計 ２０８,５５８ △１９,００３ １８９,５５５

２．事業活動支出

（1） 公 益 事 業 支 出 １,２６０ ５,０００ ６,２６０

（2） 福 利 事 業 支 出 １５９,８６１ △２５,１５０ １３４,７１１

（3） 厚 生 事 業 支 出 ５４,１３０ △８,１２１ ４６,００９

（4） 管 理 費 支 出 ５７,３８２ ２３,６０３ ８０,９８５

事業活動支出合計 ２７２,６３３ △４,６６８ ２６７,９６５

事業活動収支差額 △６４,０７５ △１４,３３５ △７８,４１０

Ⅱ 投資活動収支の部

１．投資活動収入

（1） 特定資産取崩収入 ８５,３１３ １,３８６ ８６,６９９

投資活動収入合計 ８５,３１３ １,３８６ ８６,６９９
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２．投資活動支出

（1） 特定資産繰入支出 ６２,８７３ ２,１４５ ６５,０１８

投資活動支出合計 ６２,８７３ ２,１４５ ６５,０１８

投資活動収支差額 ２２,４４０ △７５９ ２１,６８１

Ⅲ 財務活動収支の部

１．財務活動収入

財務活動収入合計 ０ ０ ０

２．財務活動支出

財務活動支出合計 ０ ０ ０

財務活動収支差額 ０ ０ ０

５,０００ ０ ５,０００Ⅳ 予備費支出

当期収支差額 △４６,６３５ △１５,０９４ △６１,７２９

前期繰越収支差額 １９６,６２５ △４６,６３５ １４９,９９０

次期繰越収支差額 １４９,９９０ △６１,７２９ ８８,２６１

［三］事業計画事項

Ⅰ 実 施 事 業 等 会 計

１ 公 益 事 業

公益事業は、講演会等開催費用助成金交付規則及び寄附金の支出に関する要綱に基づき、次のと

おり実施する。

（1） 講演会等開催費用助成金

互助会を組織する市町が、地域内住民を対象に地方自治の振興に寄与するための講演会若しくは

その他の文化事業又は体育事業を実施したときに、当該事業等の実施に要した費用の範囲内で、市

については１２０,０００円、町については９０,０００円を限度に助成する。

（2） 特定寄附

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第５条第17号（平成18年6月2日法律第49号）

に掲げる法人のうち、地域と連携し、地域政策又は地域づくり等に関する調査研究、情報収集発信、

支援又はこれらの人材育成等の事業活動を実施する法人に対し寄附金を支出することとし、平成23年

度から10年間は次の２法人（１法人当たり年額250万円）とする。

①国立大学法人滋賀大学（地域連携センター）

②公立学校法人滋賀県立大学（地域づくり教育研究センター）

Ⅱ そ の 他 事 業 会 計

１ 福 利 事 業

福利事業は、給付規則に基づき次のとおりとする。

（1） 会員医療補助金

ア 共済組合法又は健康保険法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、特

定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けた場合において、これらに係る療養に要

した費用の受診者負担額として一月当たりの本人分を合算して10,000円以上を支払ったとき。

受診者負担額から9,000円を控除して得た額（100円単位で1,000円から16,000円までの額）

イ 共済組合法又は健康保険法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律等により、入院療養のた

め医療の給付を受け、入院室料の差額を支払ったとき。

１日3,000円を限度に１日当たりの支払実費額（100円未満の端数切り捨て）

（2） 家族医療補助金

ア 共済組合法又は健康保険法による家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた場

合において、これらに係る療養に要した費用の受診者負担額として一月当たりの扶養家族分を合算
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して12,000円以上を支払ったとき。

受診者負担額から10,000円を控除して得た額（100円単位で2,000円から15,000円までの額）

イ 共済組合法又は健康保険法により、入院療養のため医療の給付を受け、入院室料の差額を支払

ったとき。

１日2,000円を限度に１日当たりの支払実費額（100円未満の端数切り捨て）

（3） 結婚祝金

会員（資格喪失後３月以内の者を含む｡）が結婚したとき（届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情に入ったときを含む。）。ただし、復縁は除く。

４０,０００円

（4） 出産祝金

会員（資格喪失後６月以内の者を含む。）又は会員の配偶者（届出をしていないが、事実上婚姻関

係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）が出産したとき。

３０,０００円

（5） 入学祝金

ア 会員の子が小学校に入学したとき。

２０,０００円

イ 会員の子が中学校に入学したとき。

３０,０００円

（6） せん別金

会員が市町村等の職員でなくなったとき。

下記①と②の合算額（当該合算額が500,000円を超えるときは、500,000円）

①1,000円に会員期間の年数を乗じて得た金額（昭和34年3月31日以前の期間は１年につき1,000円）。

ただし、市町村長等にあっては、市町村長としての期間１年につき2,000円、市町村長以外の特別職

（教育長を含む。）としての期間１年につき1,000円を加算する。

②退職月以前12月に当たる月の給料月額に昭和34年4月1日以後の会員期間に応じた下記の支給率

を乗じて得た金額

会 員 期 間 支給率 会 員 期 間 支給率

１年（１２月） ０.０５０ ２６年を超え ２７年以下 ０.７５２

１年を超え ２年以下 ０.０７７ ２７年を超え ２８年以下 ０.７７９

２年を超え ３年以下 ０.１０４ ２８年を超え ２９年以下 ０.８０６

３年を超え ４年以下 ０.１３１ ２９年を超え ３０年以下 ０.８３３

４年を超え ５年以下 ０.１５８ ３０年を超え ３１年以下 ０.８６０

５年を超え ６年以下 ０.１８５ ３１年を超え ３２年以下 ０.８８７

６年を超え ７年以下 ０.２１２ ３２年を超え ３３年以下 ０.９１４

７年を超え ８年以下 ０.２３９ ３３年を超え ３４年以下 ０.９４１

８年を超え ９年以下 ０.２６６ ３４年を超え ３５年以下 ０.９６８

９年を超え １０年以下 ０.２９３ ３５年を超え ３６年以下 ０.９９５

１０年を超え １１年以下 ０.３２０ ３６年を超え ３７年以下 １.０２２

１１年を超え １２年以下 ０.３４７ ３７年を超え ３８年以下 １.０４９

１２年を超え １３年以下 ０.３７４ ３８年を超え ３９年以下 １.０７６

１３年を超え １４年以下 ０.４０１ ３９年を超え ４０年以下 １.１０３

１４年を超え １５年以下 ０.４２８ ４０年を超え ４１年以下 １.１３０

１５年を超え １６年以下 ０.４５５ ４１年を超え ４２年以下 １.１５７

１６年を超え １７年以下 ０.４８２ ４２年を超え ４３年以下 １.１８４

１７年を超え １８年以下 ０.５０９ ４３年を超え ４４年以下 １.２１１

１８年を超え １９年以下 ０.５３６ ４４年を超え ４５年以下 １.２３８

１９年を超え ２０年以下 ０.５６３ ４５年を超え ４６年以下 １.２６５

２０年を超え ２１年以下 ０.５９０ ４６年を超え ４７年以下 １.２９２

２１年を超え ２２年以下 ０.６１７ ４７年を超え ４８年以下 １.３１９

２２年を超え ２３年以下 ０.６４４ ４８年を超え ４９年以下 １.３４６

２３年を超え ２４年以下 ０.６７１ ４９年を超え ５０年以下 １.３７３

２４年を超え ２５年以下 ０.６９８ ５０年を超えるもの １.４００

２５年を超え ２６年以下 ０.７２５
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（7） 会員特別給付金

満４４歳以上の会員が銀婚慶祝に該当せず市町村等の職員でなくなったとき。

２０,０００円

（8） 弔慰金

会員（資格喪失後３月以内の者を含む。）が死亡したとき。

５００,０００円（満１８歳未満の子１人につき１００,０００円加算）

（9） 家族弔慰金

会員の配偶者が死亡したとき。ア

１５０,０００円

会員の扶養家族（配偶者を除く。）並びに扶養家族でない同居の子及び父母が死亡したとき。イ

３０,０００円

ウ 会員と同居のその他の家族が死亡したとき。

２０,０００円

※会員又は会員の配偶者が胎児を死体で出産したときは、同居の子死亡したものとみなす。

（10） 非常災害見舞金

住居及び家財の全部が焼失し、滅失し、又は同程度の損害を受けたとき。ア

５０,０００円

住居及び家財の２分の１以上が焼失し、滅失し、又は同程度の損害を受けたとき。イ

住居又は家財の全部が焼失し、滅失し、又は同程度の損害を受けたとき。

４０,０００円

住居及び家財の３分の１以上が焼失し、滅失し、又は同程度の損害を受けたとき。ウ

住居又は家財の２分の１以上が焼失し、滅失し、又は同程度の損害を受けたとき。

３０,０００円

住居又は家財の３分の１以上が焼失し、滅失し、又は同程度の損害を受けたとき。エ

２０,０００円

浸水によって平屋建ての家屋（家財を含む。）が損害を受け、その認定が困難なとき。オ

床上120㎝以上 ３０,０００円

床上30㎝以上 ２０,０００円

（11） 長期療養会員見舞金

会員が病気又は負傷により引き続いて３０日以上勤務に服することができなかったとき。

１０,０００円

（12） 永年在会祝金

会員期間が引き続き２０年に至ったとき。市町村長等特別職にあっては、８年に至ったとき。ア

３０,０００円

会員期間が引き続き３０年に至ったとき。市町村長等特別職にあっては、１２年に至ったとき。イ

５０,０００円

会員期間が引き続き４０年に至ったとき。市町村長等特別職にあっては、１６年に至ったとき。ウ

５０,０００円

２ 厚 生 事 業

厚生事業は、家庭用常備薬等配付規則、銀婚慶祝規則、ドック補助金交付規則、スポーツ事業及び

文化事業の実施に関する要綱、リフレッシュ事業の実施に関する要綱並びに子育て支援事業等の実施

に関する要綱に基づき次のとおりとする。

（1） 家庭用常備薬等配付

会員とその家族の負傷等の応急処置に対処するため、各会員に対し3,000円を限度に家庭用常備

薬等の無償配付を実施する。

（2） 銀 婚 慶 祝

会員期間中に婚姻届出後２４年を経過した者に対し、日本旅行、ＪＴＢ、農協観光及び近畿日本ツー

リストのギフトカード又は旅行券（40,000円程度）を記念品として贈呈し祝福する。
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（3） ドックに係る受検費用の補助(ドック補助金)

会員がドックを受検した場合に次に掲げる区分によりそれぞれ当該金額を限度に補助する。

人間ドックの日帰りにあっては20,000円、１泊２日以上にあっては40,000円ア

脳ドック（ＭＲＡ検査又はＭＲＩ検査を含んだ脳検査を含む。）にあっては、20,000円イ

（4） スポーツ･文化事業

文化事業として、互助会の指定するコンサート及び演劇等の公演チケットについて、価格に応じア

て１枚当たり２,０００円を限度に、並びに互助会が指定する映画館の利用につき入場前売券１枚当

たり２００円から３００円までの額を補助する｡

なお、コンサート等公演チケットについては、１公演会員１人当たり２枚を限度に、映画前売券に

ついては、年間会員１人当たり５枚を限度とする。

スポーツ事業については、ボウリング大会やゴルフ大会等については、引き続き実施を見合わせイ

る。なお、今後のスポーツ事業のあり方を見直すとともに、互助会の支出がなくても、スケール・メリッ

トにより割引価格で利用・購入できる事業や施設の充実を図る。

（5） リフレッシュ事業

ア ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの入場券等を割引価格で購入できる「スタジオファンクラブ・メン

バーシップ契約」に加え、「バリュアブル・アカウント・プログラム契約」により次のとおり補助する。

１年度につき会員１人当たり 5,000円（本人分及び家族分として各2,500円）

イ 東京ディズニーランド/ディズニーシーの入場券等を割引価格で購入できる「マジック・キングダム・

クラブ」に入会するとともに、「特別団体契約」により次のとおり補助する。

１年度につき会員１人当たり 5,000円（本人分及び家族分として各2,500円）

ウ 会員及びその家族が「憩いの里湖西」を利用する場合、１回１人当たり500円相当の特典を付与する。

（6） 子育て支援事業

会員の子育てを支援するため、会員又は会員の配偶者が出産したとき（出産祝金給付に該当したと

き）、当該出産者に育児図書（（株）赤ちゃんとママ社）を無償配付する。

ア．最初の１年間

（「お誕生日号」、「お医者さんにかかるまで」、保存用ファイル）月刊「赤ちゃんとママ」（12冊）＋基本セット

イ．２年目以降（満３歳まで）

季刊「１・２・３歳」（年４冊）

（7） 研修会等参加費用補助金

参加料又はテキスト代等の費用負担が必要な研修会等に参加した場合、負担した費用の範囲内で

3,000円を限度に補助する。

（8） 定期健康診断費用助成金

市町村等が実施主体となる職員の定期健康診断費用のうち、基本検査項目に係る費用を市町村

等に次の額を助成する。

受診者した会員１人当たり1,500円とする。

（9） メンタルカウンセラー派遣事業

会員のメンタルヘルスを促進するため、滋賀県市町村職員共済組合と共同し、カウンセラーの派遣

事業を実施する。（詳細については、実施要項を定める。）

３ 貸 付 事 業 ＜平成21年度廃止＞

平成21年度より新規貸付を停止し、貸付事業を廃止している。

ただし、既に貸付けを受け償還期間中であるものに係る貸付金の償還額、償還期間、届出の義務等

及び所要の手続きについては、その償還が終了するまでの間は従前のとおりとする。

［参考］ 廃止前の貸付事業の制度概要

(1) 貸付けの事由

普通貸付ア

） 会員又はその家族の結婚費用ア

） 会員又はその家族の入院療養費用イ

） 会員又はその家族の出産費用ウ

） 会員又はその家族の学校への入学費用又は修学費用エ
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） 会員の家族の葬祭費用オ

） 会員又はその家族の生活用品の購入費用カ

） 会員又はその家族が居住する住宅（倉庫、納屋、作業所、店舗、事務所、貸室等として使用すキ

る部分は除く。）を新築し、増築し、改築し、移築し、改造し、修理し若しくは購入し又は住宅の敷

地の購入費用

） 会員又はその家族が居住する住宅に付随する設備工事費用ク

） 会員又はその家族が居住する住宅の借入れ費用ケ

） 会員又はその家族の自己啓発（文化、スポーツ、レクリエーション及び教養活動）に要する費用コ

特別貸付イ

）会員の育児休業の期間中の生活資金ア

）会員の介護休暇の期間中の生活資金イ

(2) 貸付金の交付日

毎月１日及び16日

これらの日が金融機関の休日に当たるときは、これらの日後において最も近い金融期間の休日でない日※

(3) 貸付金額、償還期間及び償還額等

償 還 期 間 及 び 償 還 月 額 貸 出 月 の 利 息
貸 付 金 額

償還期間 償還月額 償還期間 償還月額 １日貸付 16日貸付

５万円 ６月 ８,３６２円 １２月 ４,１９３円 ５０円 ２５円

１０ １２ ８,３８７ ２４ ４,２１８ １００ ５０

１５ １２ １２,５８１ ２４ ６,３２８ １５０ ７５

２０ １２ １６,７７５ ２４ ８,４３７ ２００ １００

２５ ２４ １０,５４７ ３６ ７,０７３ ２５０ １２５

３０ ２４ １２,６５６ ３６ ８,４８８ ３００ １５０

３５ ２４ １４,７６６ ３６ ９,９０３ ３５０ １７５

４０ ２４ １６,８７５ ３６ １１,３１７ ４００ ２００

５０ ２４ ２１,０９４ ３６ １４,１４７ ５００ ２５０

６０ ３０ ２０,３１１ ４２ １４,５９４ ６００ ３００

７０ ３０ ２３,６９６ ４２ １７,０２７ ７００ ３５０

８０ ３６ ２２,６３５ ４８ １７,０７８ ８００ ４００

９０ ３６ ２５,４６５ ４８ １９,２１２ ９００ ４５０

１００ ３６ ２８,２９４ ４８ ２１,３４７ １,０００ ５００

（注）１．貸付金額に応じ、借受人が償還期間を選択する。
２．貸出月の利息は、第１回目の償還額に合算する。ただし、月の16日以後に貸し付けた場合は、
１月分の２分の１に相当する額とする。
３．元金の端数については、最終月に調整する。

(4) 貸付金の償還方法

ア 貸付金の交付日の属する月の翌月から毎月元利均等償還とする。ただし、未償還元利金を一時

に又は一部繰り上げて償還することができる。

イ 育児休業者又は介護休暇者から償還の猶予を希望する旨の申出があったときは、育児休業又は

介護休暇の期間の属する月の償還を猶予することができる。

(5) 貸付利率、貸付限度額及び連帯保証人

貸 付 利 率 年１.２０パーセント

普通貸付は１００万円

特別貸付は４０万円

貸付限度額 普通貸付と特別貸付は、それぞれにその償還が完了するまで新たな貸付けを

受けることができない。

連帯保証人 会員期間１年以上の者１名が必要である。

(注) 未成年者（婚姻者は除く｡)の申込みにあっては、民法第４条による法定代理人の同意書が

必要である。
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４ 保 険 事 業

保険事業は、アクサ生命保険株式会社との保険契約により引き続き団体終身保険を取り扱うが、平成

22年度と同様新規募集はせず、既加入者のみの継続を行う。

制度の概要］［

（1） 保険金額

１００万円（１口）を単位とし、１,０００万円（１０口）まで加入できる。

（2） 保険料

加入時の年齢に応じ、次表に掲げる保険料を在職期間中 毎月払い込（最終保険年齢５５歳まで）

むものである。

加入年齢 保 険 料 加入年齢 保 険 料 加入年齢 保 険 料 加入年齢 保 険 料
歳 円 歳 円 歳 円 歳 円18 600 27 860 36 1,420 45 3,020

19 620 28 900 37 1,520 46 3,400
20 640 29 950 38 1,630 47 3,860
21 670 30 1,000 39 1,750 48 4,460
22 690 31 1,050 40 1,890 49 5,250
23 720 32 1,110 41 2,050 50 6,360
24 750 33 1,180 42 2,240 51 8,010
25 780 34 1,250 43 2,460 52 10,770
26 820 35 1,330 44 2,710 53 16,250

（注）１．年齢は、８月１日現在において６捨７入である。
２．保険料は、保険金額１００万円当たりである。

（3） 脱 退

会員の資格を喪失したときは、脱退しなければならない。また、任意にいつでも脱退することがで

きる。

（4） 個人扱被保険者への移行

被保険者期間２年以上でかつ満年齢50歳以上の者が会員の資格を喪失したことにより脱退するア

場合において、保険料を一時払いすることにより終身保障の資格を有する個人扱被保険者へ移行

することができる。

被保険者の保険料払込期間が満了したときは、個人扱被保険者に移行することができる。イ

（5） 脱退返戻金

保険料払込期間中の脱退にあっては、その保険料を払い込んだ年月数により、個人扱被保険者

に移行後の脱退にあっては、その経過した年月数により、それぞれ脱退返戻金が支払われる。

（6） 利益配当金

脱退返戻金又は死亡保険金 を支払う際、利益配当金が支払われる場合がある。（高度障害保険金）

（7） 税法上の特典

保険料は、生命保険料控除の対象となる。ア

保険金は、相続税法上、法定相続人１人につき500万円まで非課税となる。イ

脱退時受取額から払込保険料累計額及び50万円を控除した金額の２分の１が課税標準となる。ウ

（8） 保険金１００万円当たりの事例

経 過 ２５歳加入の場合 ３５歳加入の場合 ５０歳加入の場合

年 数 保険料累計 脱退返戻金 保険料累計 脱退返戻金 保険料累計 脱退返戻金

年 円 円 円 円 円 円１ 9,360 6,500 15,600 13,000 76,320 71,500
２ 18,720 13,400 31,920 26,500 152,640 146,500
３ 28,080 20,600 47,880 40,600 228,960 225,200
４ 37,440 28,200 63,840 53,300 307,900
５ 46,800 36,300 79,800 70,600 305,280 394,800
１０ 93,600 82,300 159,600 157,800 381,600
１５ 140,400 139,200 264,700 464,900
２０ 187,200 208,900 239,400 394,800
２５ 234,000 293,600 319,200 540,100
３０ 280,800 394,800 464,900 617,500

540,100 693,400

（注）死亡率及び将来の利率の変動等により利益配当金が支払われる場合がある。
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